
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 月の市税等の納期限は、１２月２５日（火）です。    ⑦ページ
④ページ   ご利用ください！笠間市立病院 平日夜間・日曜初期救急診療 

         祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日：19時～22時・日曜日：9時～17時 

           ⑧みつばちの飼育について            
 仕事としてみつばちを飼育する方は、法律により毎年 1 月 31 日までに、飼育届を提出するこ

とが義務づけられています。 

 また、趣味等でみつばちを飼育している方にも、腐
ふ

蛆
そ

病検査の問題や農薬散布によるみつばち

の被害の未然防止のために飼育届の提出にご協力をお願いします。 

 各種様式は、市農政課に備え付けてあります。笠間市ホームページからダウンロードすること

もできます。 

（各種様式ダウンロードアドレス http://www.city.kasama.lg.jp/news.php?code=802） 

【みつばち飼育届について】 

  届出をする方は、「みつばち飼育届」（様式第 1 号）に必要事項を記入し、茨城県県央農林事

務所農業振興課畜産担当に提出してください。 

  また、届出事項に変更があった場合は、「みつばち飼育変更届」（様式第 2号）に必要事項を

記入し、飼育届と同様の提出先へ提出してください。 

【転飼許可について】 

  採蜜や越冬などを目的とし、県外から本県へみつばちを移動するためには、みつばち転飼許

可が必要になります。 

  許可申請を行う場合は、転飼を行う 2か月前に、「みつばち転飼許可申請書」（様式第 3 号）

に、転飼場所の土地所有者のほう場貸与承諾書および当該転飼場所付近の見取り図を添えて茨

城県畜産課へ提出してください。 

  ただし、適正なほう群の配置を推進するため、新たに本県へ転飼する場合は、茨城県畜産課

へご相談ください。 

  また、転飼を終了したときは、直ちに転飼成績報告書（様式第 4号）を茨城県畜産課へ提出

してください。 

申・問 《転飼許可申請書》 〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 番地 

茨城県農林水産部畜産課生産振興グループ ℡ 029-301-3993 

《飼育届》 〒310-0802 水戸市柵町 1-3-1 番地 

茨城県県央農林事務所農業振興課畜産担当 ℡ 029-221-3034 

 
        ⑨「入札参加資格」の定期受付について        
 市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札（見積り）に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。 

 現在の入札参加資格の有効期限は、平成 25 年 5 月 31 日までとなっており、平成 25 年 6 月以

降も市の入札（見積り）に参加を希望される方は、参加資格審査申請書を提出してください。受

付期間は下記の日程で行います。 

なお、物品販売・役務の提供等に関しては、笠間市への申請となりますが、建設工事・建設コ

ンサルタント等の業務委託に関しては、茨城県入札参加資格共同受付への申請となります。（市

においては、受付手続きが出来ませんので、ご了承ください。） 

○物品販売・役務の提供等（笠間市に郵送または持参により申請） 

期間 平成 25 年 1 月 17 日（木）～2 月 8 日（金）※ただし、土日は除く 

 時間 午前 9 時～午後 5 時（正午～午後 1 時は除く） 

※申請の要項および申請書等については、市ホームページおよび窓口でご案内しています。 

○建設工事・建設コンサルタント等の業務委託（茨城県に電子申請システムにより申請） 

 期間 平成 25 年 1 月 17 日（木）～2 月 8 日（金） 

※申請の要項および申請書等については、12 月中旬頃に茨城県土木部監理課ホームページでお知

らせする予定です。 

問 財政課 契約検査室（内線 219・220） 

ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/index.php?code=2886 

 

       ⑮公民館『パソコン教室』の受講生を募集         
  

会場 コース 開催日 内容 申込期限 

Ａ 2 月 2 日（土）・3 日（日） 笠間 

公民館 Ｂ 2 月 5 日（火）・6 日（水） 
入門 

1 月 19 日（土）

必着 

Ｃ 2 月 9 日（土）・10 日（日） 
笠間 

公民館 

（友部公民館

主催） 
Ｄ 2 月 12 日（火）・13 日（水） 

デジタルカメラ 

（ワードで写真加工）

1月 26 日（土）

必着 

Ｅ 2 月 19 日（火）・20 日（水） エクセル初級 岩間 

公民館 Ｆ 2 月 23 日（土）・24 日（日） エクセル基礎 

2 月 5 日（火）

必着 

 

時間 午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分 

会場案内 友部公民館のパソコン教室については、工事のため臨時休館となりますので、笠間公

民館で開催します。 

内容 【入門】パソコンの基礎やマウス操作、文字入力の基本操作、インターネットの利用、メ

ールの送受信等を学習する。 

【デジタルカメラ】デジタルカメラで撮影した写真を、ワードで年賀状やオリジナルアル

バムなどに加工する方法を学習する。 

【エクセル（初級）】エクセルの基礎知識と基本操作から、計算式を使用した表作成を学 

             習する。 

【エクセル（基礎）】表やグラフの作成、データベース処理、関数計算などの操作方法を 

          学習する。 

※エクセル（基礎）コースは、初級（初心者）コースを受講された方向けのステップアップコース

ですので、初級（初心者）コースを受講された方、または文字入力のできる方を対象とします。 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 各コース 20 名（定員を超えた場合は抽選） 

使用機種 ウィンドウズ・ビスタ （公民館のパソコンを使用します） 

受講料 入門コース:2,400 円  デジタルカメラコース:3,500 円 

エクセル（初級）コース:2,600 円 エクセル（基礎）コース:3,500 円 

※受講料には教科書代等を含みます。 

申込方法 最寄りの公民館窓口で直接申し込むか、はがきに①パソコン教室②コース名③郵便番

号④住所⑤氏名（ふりがな）⑥電話番号を記入の上、お申し込みください。（電話・

ＦＡＸ不可） 

受付時間 午前 9 時～午後 5時 15 分（月曜日は休館） 

※募集人員に満たない時には、開講できない場合がありますのでご了承ください。 

申・問 笠間公民館 〒309-1613 笠間市石井 2068-1 ℡0296-72-2100 

    友部公民館 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6  ℡0296-77-7533 

    岩間公民館 〒319-0294 笠間市下郷 5140   ℡0299-45-2080 

 

募 集                     


